
公益社団法人 東広島市観光協会会員規程 

（適用） 

第１条 この規程は、公益社団法人東広島市観光協会（以下、「協会」と呼ぶ。）の入会について、協会の

定款第２章に規定することのほかに以下のとおり定めるものとする。 

（種別） 

第２条 協会の会員は、定款第５条の定めのとおり以下の３種とする。 

（１） 正 会 員 第３条の条件を満たして入会した個人又は法人並びに団体 

（２） 賛助会員 協会の事業を賛助するために入会した個人又は法人並びに団体 

（３） 名誉会員 協会に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者 

２ 正会員もしくは賛助会員として入会を希望する各種団体、グループについての扱いは法人に準ずる。 

３  総会及び臨時総会における議決権は、正会員のみに付与される。 

一部改正〔平成２６年３月１１日〕 

（資格） 

第３条 協会の正会員として入会することができる者は、協会の目的に賛同する者、協会の賛助会員とし

て入会することができる者は協会の事業を賛助しようとする者とする。 

２ 正会員は、個人にあっては協会の地区内に引き続き６箇月以上居住もしくは地域に関わる観光振興活動

又はまちづくり活動を行っている者、法人にあっては協会の地区内に引き続き６カ月以上営業所、事務所、

工場又は事業場を有する者とする。 

３ 前項の規定では、いずれも次の各号の一つ以上の該当を必要とする。 

（１） 観光振興・まちづくりに関する知識と経験を有する個人又は法人並びに団体 

（２） 観光振興・まちづくりに関する学識経験を有する研究者（個人・グループ）で、学士、修士又は

博士の称号を有する者（観光論、観光研究、ツーリズム研究等） 

（３） その他、特に理事会の承認を得た場合の個人又は法人並びに団体 

  一部改正〔平成２６年３月１１日〕 

（入会の手続） 

第４条 協会の正会員若しくは賛助会員になろうとする者は、入会申込書（別紙様式第１号、別紙様式第

２号）に、所定の事項をすべて記入し、署名又は記名して押印し、当該年度の定められた会費（別表第１）

を添えて協会事務局に提出しなければならない。 

２ 正会員及び賛助会員は、総務部会の審査を経て理事会の承認を受けた後、所定の手続きを行って正式に

入会できるものとする。 

３ 名誉会員は、正会員の１名以上の推薦を必要とし、総務部会が審査・判断して、ふさわしいと認めた場

合に会長に対して総会での推薦を進言するものとする。 

４ 入会を認められた個人及び法人並びに団体には、会長名で本人又は法人並びに団体担当者に入会が通知

（別紙様式第３号）される。 

 （入会基準） 

第５条 次に掲げる者は協会の会員になることができない。また、次の各号のいずれかに該当する関係者

を有することが判明した場合には、催告を要せず、入会を取り消すことができる。 



（１） 成年被後見人又は被保佐人となっている個人。 

（２） 集団的又は常習的に暴力的不法行為等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第１号に規定する暴力的不法行為等をいう。）を行うおそれがある組織と

の関わりが認められる、若しくは疑われる個人及び法人。東広島市暴力団排除条例（平成２３年１

０月１日施行）または広島県暴力団排除条例（平成２３年４月１日施行）に掲げる事項のいずれか

に該当することが判明した、もしくは疑われる個人及び法人並びに団体。 

（３） 前項を含む各法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがな

くなるまでの個人 

（４） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの個人 

（５） 入会することにより、協会の運営に著しく不利益をもたらすと理事会が判定する個人及び法人並

びに団体 

一部改正〔平成２４年７月２７日〕 

一部改正〔平成２６年３月１１日〕 

（入会金及び会費） 

第６条 正会員及び賛助会員は、別表第１の額の入会金を収めなければならない。ただし、当該額を超え

ることを妨げない。 

２ 正会員及び賛助会員の会費は４月１日を基準日とし、年会費とする。 

３ 正会員及び賛助会員は、前項に規定される額を超えて会費を収めることができる。 

４ 入会した年度の会員期間が１年に満たないものの会費は、別表第１のとおりとする。 

５ 複数社（店舗）を経営している統括会社・事業所の会費は、別表第１のとおりとする。 

６ 正会員のうち、役員となった者の会費は別表第２のとおりとする。 

一部改正〔平成２２年１０月１日〕 

一部改正〔平成２３年１１月１５日〕 

一部改正〔平成２６年３月１１日〕 

（入会金及び会費の免除） 

第７条 賛助会員の入会金、名誉会員の入会金及び会費は免除する。ただし、自ら進んで入会金及び会費

の当該額を納めることを妨げない。この場合の納入の時期・仕方等には定めを設けない。 

（納入） 

第８条 会員は入会金、会費及びその他必要に応じ協会から請求される負担金等について、通知された日

から１カ月以内に本協会に納入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、期限を定めて通知されたときは当該期限までに本協会事務局に納入しなけれ

ばならない。 

（退会） 

第９条 正会員及び賛助会員並びに名誉会員は、別紙様式第４号により、会長に退会を申し出て、任意に

退会することができる。 

２ 理事で退会しようとする者は、別紙様式第５号により、会長に退会を申し出て、任意に退会することが

できる。 

３ 前号の規定により退会しようとするものは、退会時までに会費の納入等所定の義務を完了しなければな



らない。 

（除名） 

第１０条 協会は、会員が次の各号の一に該当する場合には、除名することができる。この場合、その会員

に対し、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えるものとする。 

（１） 協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。 

（２） 協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３） 会費を１年以上納入しないとき。 

（拠出金品の不返還） 

第１１条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

附則 この規程は平成９年５月１９日から施行する。 

 この改正規程は平成２２年１０月１日から施行する。 

 この改正規程は平成２３年９月８日から施行する。 

 この改正規程は平成２３年１１月１５日から施行する。 

 この改正規程は平成２４年７月２７日から施行する。 

 この改正規程は平成２６年３月１１日から施行する。 

この改正規程は平成２６年６月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

※正会員及び賛助会員に適用する 

※現在、入会金は免除（無料） 

 適 用 金 額 備 考 

入会金 入会時に必要 １０,０００円 正会員のみ 

年会費 

在籍会員 ４月～翌年３月 １２,０００円  

新規会員 加入月による 
１２,０００円

～１，０００円 

年度末までの残月

による 

複数社（店舗）

を持つ会員 

代表社（店舗）年会費 １２,０００円  

各社（店舗）１社（店舗）

につき 
５,０００円 ※賛助会員扱い 



別紙様式第 1号（第４条関係） 

公益社団法人 東広島市観光協会 入会申込書 

（ 私 ・ 当＜社・団体・グループ＞）は、公益社団法人 東広島市観光協会の定款及び会

員規則に同意し、（ 正会員 ・ 賛助会員 ）になることを申し込みます。 

 

申込日  令和   年  月  日 

フ リ ガ ナ  代表者の役職名・氏名 

法 人 名 

（商号⼜は名称） 
（個⼈会員は⽒名） 

                                

㊞ 

代表取締役 

 

設立年 月 日 

（個⼈会員は⽣年⽉⽇） 

明  大 

昭  平 

令    

  年    月    日 業種  

本 社 住 所 

（個⼈会員は⾃宅住所） 

〒 

 

 

 

都 道 

府 県 

事務所・店舗・ 

営業所・工場・ 

事業場所在地 

〒  

 
広島県      市 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

Ｕ Ｒ Ｌ  Ｅ メ ー ル  

フ リ ガ ナ   

担当 者氏名 
 

 
職名  

直通ＴＥＬ  直通ＦＡＸ  

直通Ｅメール 
 

 
携 帯 電 話  

会費納入方法 □持参   □集金   □自動振替   □銀行振込 

【協会使用欄】 

事 務 局 受 付 令和 年   月 日  

推 薦 者氏名  

総務部会審査 令和 年   月 日 承認・非承認 

理 事 会 令和 年   月 日 承認・非承認 

入 会 決 定 日 令和 年   月 日 正会員・賛助会員 

※各種団体、グループはこの様式を使用する。 

※複数店舗のご加入の場合は、別途申込用紙にご記入ください。 



別紙様式第２号（第４条関係） 

公益社団法人 東広島市観光協会 入会申込書（グループ・店舗等） 

公益社団法人東広島市観光協会の定款及び会員規則に同意し、グループ店舗等（事務所・店

舗・営業所・工場・事業場等）を賛助会員扱いとして入会を申し込みます。 

申込日  令和   年  月  日 

 

代表者会員 

フ リ ガ ナ  代表者の役職名・氏名 

法 人 名  

（商号又は名称） 
                                 
代表取締役 

 

※店舗・支店・支社・営業所・事務所・工場・事業場等を賛助会員扱いとして入会し、協会公式ホームペー

ジに店舗情報等を掲載する場合は、こちらにご記入ください 

フ リ ガ ナ  責任者の役職名・氏名 

店舗名等 
 

 
 

住 所 

〒 

都    道 

府    県 

 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

Ｕ Ｒ Ｌ  Ｅ メ ー ル  

フ リ ガ ナ   

担当 者氏名 
 

 
職名  

直通ＴＥＬ  直通ＦＡＸ  

直通Ｅメール  携 帯 電 話  

会費納入方法 □持参   □集金   □自動振替   □銀行振込 

【協会使用欄】 

事 務 局 受 付 令和 年   月 日  

推 薦 者氏名  

総務部会審査 令和 年   月 日 承認・非承認 

理 事 会 令和 年   月 日 承認・非承認 

入 会 決 定 日 令和 年   月 日 正会員・賛助会員 

別紙様式第３号（第４条関係） 



東広市観光発    号 

令和  年  月  日 

○○○○○○○○ 

○○○○ ○○ ○○ 様 

公益社団法人 東広島市観光協会  

会長  蔵田 憲      ㊞ 

 

 

加 入 承 諾 書 
 

令和○○年○○月○○日付で申し込みのあった貴殿（社）の 

（ 正会員 ・ 賛助会員 ・ 名誉会員 ）加入を承認したので、ご通知いたします。 

なお、会費は次によりお振込みください。 

 

 

入会金の額        ０円（現在は無料となっております） 

会 費 の 額  年額１２,０００円（名誉会員は無料です） 

 

振 込 方 法  持参・集金・自動振替・銀行振込 

 

払 込 期 日  令和  年  月  日 

 

※ 恐れ入りますが、振込方法について、事務局までお知らせ願います。 

 

東広島市西条中央７丁目２３番３５号 

東広島商工会議所会館２階 

公益社団法人東広島市観光協会 事務局 

TEL：082-420-0310 FAX：082-420-0329  

E-mail：office@hh-kanko.ne.jp 

別紙様式第４号（第９条関係） 

退 会 届（会員用） 



令和   年   月   日 

公益社団法人 東広島市観光協会会長 様 

 

今般、下記の理由により貴協会を退会したく、届け出ます。 

 

会員区分 
□ 正会員 ・ □ 賛助会員 

□ 名誉会員 
記入日 令和  年  月  日 

フリガナ  

法人名 

（個人会員は氏名） 
                         ㊞ 

事務所等住所 

（個人会員は自宅住所） 

〒 

 

代表者氏名・職名 

（個人は記入不要） 
 

担当者氏名・職名 

（個人は記入不要） 
 

退会理由 

□ 死亡 

□ 業の廃止 

□ 経済的理由 

□ 観光振興との関わりが無く

なった 

□ 必要な情報が得られない  

 □ 必要なサービスがない  

 □ 会員のメリットを感じない 

□ その他 

（             ） 

 

 

 

【協会使用欄】 

退会理由 

□ 1 廃業 □ 2 会費滞納 □ 3 市外移転 □ 4 支店廃止 □ 5 その他 

□ ａ 死亡 

□ ｂ 業の廃

止 

 

移転先： 

都 

道 

府 

県 

本店所在地： 

都 

道 

府 

県 

 

事務局受付 令和   年   月   日 


